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                      EU の拡大と今後の課題                                                  

                                                                                                         

                                    経済調査部研究員  亀井 純野                     
 

 2007 年 1 月 1 日、ブルガリアとルーマニアの 2 カ国が EU に加盟した。これにより

EU 加盟国は 27 カ国となり、2004 年 5 月に始まった EU の東方拡大(第 5 次拡大)(注 1)
は一段落した。しかし両国の加盟は両国のみならず EU 全体にも厳しい課題を突きつけ

ている。 

 まず、両国の一人当たり GDP はルーマニアが EU25 カ国平均を 100 とすると 34、ブ

ルガリアが同 33(購買力平価換算)と 27 カ国中最も低い。このため、両国の加盟により、

EU 域内の所得格差はさらに拡大することとなる。この格差縮小には EU の支援のみな

らず、両国の一層の努力が必要となる。 

 さらに、加盟にあたっては 31 の分野において EU 基準を国内法に反映させることが

義務付けられているが、ブルガリアとルーマニアは司法改革や汚職・組織犯罪対策など

の整備が特に遅れているため、今後は欧州委員会が改革の進展状況を監視していくとの

条件付での加盟となった。 

 EU 法では、域内での人の自由移動が基本的自由のひとつとして保障されており、こ

れには自国以外の加盟国に居住し、働く権利も含まれている。しかしながら、2004 年 5
月に東欧 10 カ国が加盟した際に域内の所得格差の広がりに対応した移行措置として、

旧加盟国側に最長 7 年の移民流入規制が認められている。そのため、2004 年以降に EU
に加盟した国では市場統合は実現したものの、経済格差のある加盟国間での労働者移動

の早期実現が困難な状況となっている。 

 今回加盟した 2 カ国の状況はさらに厳しくなっており、市場を完全に開放するのは、

スウェーデンとフィンランドおよび 2004 年の加盟国 10 カ国に留まる。 2004 年の拡大

の際には、イギリスとアイルランドも完全に市場を開放していたが、予想以上に多くの

労働者が流入したため、現在、労働者の流入が大きな問題となっている。 

 イギリスでは EU 新規加盟国からの移民流入に対する市民の反感が強まっており、昨

年 FT 紙が行った世論調査では、76%がイギリスはあまりにも多くの移民を受け入れて

いると回答していることに加え、中・東欧の加盟国からの移民流入が国内経済に悪影響

を及ぼしていると答えた人も 50%に上ったとされる。 

 新規に EU に加盟する国にも不安はある。新加盟国は、自由と豊かさの実現を期待し

て EU に加盟した。しかし 2004 年に加盟した国についてみてみると、西側の旧加盟国
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との地域格差は拡大し、雇用は困難になり、社会保障は削減され、加盟コストは市民に

降りかかるという問題が浮上しており、市民レベルでの不満が高まっている。 

 こうした中、今回加盟したルーマニアで 2006 年末に実施された世論調査では、「加盟

により生活が厳しくなる」と考えている人が 34.5%に達し、「生活が良くなる」(28.8%)、
「変わらない」(27.5%)の回答を上回った。向こう 3 年間の見通しでは、「良くなる」が

35.8%に増え、長期的には EU 加盟が有益と見ているようであるが、多くのルーマニア

市民が加盟直後の生活に不安を抱いていることが明らかになった。今後こうした不満が

政治的な不安定につながることになれば、EU の一層の統合にむけてのマイナス要因が

強まるだろう。 

 旧加盟国には労働者の流入以外にも不安がある。それが顕著に表れたのが 2005 年の

フランスとオランダの国民投票における欧州憲法条約の批准の相次ぐ否決である。 

 否決の理由はさまざまあるが、大きな理由のひとつに憲法とは直接関係のない EU 東

方拡大後の市場統合に対する不満が挙げられる。つまり、新加盟国から低賃金労働者が

流入し国内の失業増加につながるとの不安に加え、国内企業が低賃金労働者を雇用可能

でかつ税率の低い新規加盟国に生産施設を移転することによる雇用喪失の不安。さらに、

新加盟国が EU の農業補助金の支給を受けることにより、旧加盟国の国内農家の収入が

圧迫されることになる。その中で、旧加盟国にとっての EU 拡大のメリットは何であろ

うか？という不満と、見通しの厳しい先行きへの不安が広がったことが条約の批准否決

の背景にある。 

 マーストリヒト条約では、EU は「域内国境のない地域の創設、及び経済通貨統合の

設立を通じて経済的・社会的発展を促進すること」のみならず、「共同体の蓄積された

成果の維持と、これに基づく政策や協力形態を見直すこと」としており、経済統合に加

え、政治統合の推進を目指すものであるとされている。 EU の拡大は、アジアの経済力

への対抗としての側面に加え、2 度の大戦によって分断された欧州を再度統合すること

で政治、民族問題等で不安定さの残る地域をヨーロッパに取り込み、域内全体に安定と

経済発展をもたらすためであるといえよう。 
 

 これらの目的を達成し、今後 EU を円滑に運営していくためには、すでに加盟候補国

として承認されているマケドニア、クロアチア、トルコへの拡大を進めていくと同時に、

運営の枠組みである欧州憲法条約の批准が求められる。そして、条約批准のためには、

新旧加盟国双方の不安と不満が解消されなければならない。 EU はこれらの相反する課

題に同時に対応する必要があり、引き続き厳しい状況が続くといえよう。もっとも、本

年上期の議長国であるドイツは 6 月までに欧州憲法条約の再協議に向けた報告を提出

するとしている。 EU の設立条約として知られるローマ条約の調印から 50 周年の節目

にあたる本年、欧州統合の新たな進展を期待したい。 

 (注 1) 第 1 次拡大はデンマーク、アイルランド、イギリスの加盟(1973 年)。第 2 次拡

大はギリシャ(1981 年)、第 3 次拡大はスペイン、ポルトガル(1986 年)。第 4 次拡大はオ

ーストリア、フィンランド、スウェーデンの加盟(1995 年)。第 5 次拡大は 2004 年のキ

プロス、チェコ、エストニア、ハンガリー、ラトビア、リトアニア、マルタ、スロバキ

ア、スロベニアと、本年 1 月のブルガリアとルーマニアの加盟を指す。 
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